
実習用通学定期乗車券発売申込書            年   月   日 （学校指定番号       ） 

 

東日本旅客鉄道株式会社 

鉄 道 事 業 本 部 

モビリティ・サービス部門長 殿             学校名               

                                 代表者名 
 

本学学生に対して、実習用による通学定期乗車券の発売を申請します。なお、承認を 

受けました際は、下記の各号の条件を遵守し、もし違反したときは、いつ承認を取り消され 
ても異議は申しません。 

                           記  
 
１ 実習用通学定期乗車券の使用は、本学学生であって、学籍簿に記載のあるものに限る。 

２ 実習用通学定期乗車券の使用は、単位を修得する場合であって、本学所在地以外の 

実習所に通わせるときに限る。 

３ 実習用通学定期乗車券は、実習先の最寄駅から現住所までの区間に対し、順路によって 

購入し、使用させる。 

４ 実習用通学証明書の発行に際しては、住所、氏名、年齢、学科、学年、身分証明書番号、 

通学区間、通学開始日、学校の名称及び所在地、学長氏名、証明の年月日、指定 

番号及び発行番号を記載し、学長印を押印して交付する。 

 

         「実習用通学定期乗車券発売明細書」 
 

     ５実習先最寄り駅          駅  ６実習期間     年  月  日から    年  月  日 まで 
                   
                 ７通学する学生名簿  
                  
  
 

学科学年 学籍番号 氏 名 現住所 学科学年 学籍番号 氏 名 現住所 
        

 
申請 
区間 

現住所最寄駅                 実習先最寄駅  
申請 
区間 

現住所最寄駅                  実習先最寄駅 

学科学年 学籍番号 氏 名 現住所 学科学年 学籍番号 氏 名 現住所 
        

 
申請 
区間 

現住所最寄駅                  実習先最寄駅  
申請 
区間 

現住所最寄駅                  実習先最寄駅 

１実習を必要とする事由  
 
２実習先名称・所在地・連絡先 
名称： 
所在地： 
 
連絡先： 
 
３本実習の科目名・指導教員名 

       ・ 
４実習先から交通費等の支給の有無 
     有 ・ 無 
 

                       

実習承認番号                          

 
実習用通学定期乗車券発売承認通知 

 
実習用の通学定期乗車券の発売については、申請どおり承認いたします。 

 
 
                        

東日本旅客鉄道株式会社 
鉄 道 事 業 本 部 
モビリティ・サービス部門 
営 業 業 務 支 援 室 長 

 

J 東東         号 

（鉄道会社使用欄 この欄には記入しないでください。） 

【学校の実習申請ご担当者名】                【連絡先】                

印 

※本申込書にご記入いただいた個人情報は、 
実習用通学定期乗車券の発売業務にのみ使用します。 

別紙１ 



２０２3 5 15

東日本大学

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部
モビリティ・サービス部門長 殿

東日本 太郎

東
日
本

大
学

東京旅客鉄道

東京都千代田区
丸の内〇〇ー△

０３－１２３４－●●●●

卒業研究 ・ 渋谷 翔一

卒業研究実習による単位習得のため
東 京 ２０２３ 6 １ ２０２３ ６ ３０

工学部４年 Ｅ１２３４５ 東京 三郎 東京都港区〇〇

品川駅 ⇒ 東京駅

高輪 次郎 ０３－△△□□－●●●●

各鉄道会社名と宛名を

ご記入下さい。

ＪＲから学校指定番号を付与されて

いる学校はご記入下さい。

学校名、代表者名、校印を
忘れずにご記入下さい。

実習の条件となる「単位習得、必

修・卒業要件の為」等の該当する内

容を必ずご記入下さい。

各項目が同じである学生が複数名
いる場合は、1枚の申込書にまとめ
て記入できます。

申請区間には鉄道会社に関わらず、全区間ご記入下さい。
また、乗換駅についても合わせてご記入下さい。

学校の実習申請ご担当者のお名前、連絡先
のご記入を忘れずにご記入下さい。

別紙２

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部

モビリティ・サービス部門
営業業務支援室長

記入例① 大学生等の実習

・



東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部

モビリティ・サービス部門
営業業務支援室長

２０２３ ５ １５

東日本小学校

東日本 次郎

東
日
本

小
学
校

東京旅客鉄道

東京都千代田区
丸の内〇〇ー△

０３－１２３４－●●●●

全教科 ・ 渋谷 翔一

フリースクールのため
東 京 ２０２３ ６ ３０ ２０２４ ３ ３１

４年 ２Ａ１５ 東京 三郎 東京都港区〇〇

品川駅 ⇒ 東京駅

高輪 次郎 ０３－△△□□－●●●●

各鉄道会社名と宛名を

ご記入下さい。

小学校・中学校の場合は

記入の必要はございません。

学校名、代表者名、校印を
忘れずにご記入下さい。

実習先（フリースクール施設）の名称・

住所等を必ずご記入下さい。

申請区間には鉄道会社に関わらず、全区間ご記入下さい。
また、乗換駅についても合わせてご記入下さい。

学校の実習申請ご担当者のお名前、連絡先
のご記入を忘れずにご記入下さい。
※ 申請は必ず学校からお願いいたします。
保護者からの申請は承認出来かねます。

別紙３

年間を通してフリースクール施設に通う
場合は年度末までお申込み可能です。

記入例② 小学生等のフリースクール

「学籍番号」がない場合、当該生徒に

紐づく任意の番号をご記入ください。
（例） ２年Ａ組 出席番号15番 ⇒ ２Ａ１５

「通学証明書（証明書番号欄）」に記載いただく

番号となります。

・

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部
モビリティ・サービス部門長 殿



実習用通学定期申込書 よくあるご質問 

回答 

Q1.普段渋谷区で独り暮らしをしている学生が、実習の期間だけ横浜の実家に帰り、そこから 
実習先に通う予定ですが、それでも申請は可能ですか？ 
 

申請は可能です。その場合、申請書の学生さまの現住所の欄を、実家の住所として
いただき、その最寄駅から実習先の最寄駅までの区間を申請していただく形となりま
す。 

 

Q2.複数の学生の実習用通学定期の申請を１枚の申込用紙でまとめて行う事が可能な条件
を教えてください。 
 

複数の学生の申請を、１枚の申込用紙でまとめて可能なのは、申込書内の「実習を
必要とする事由」「実習先名称・所在地・連絡先」「本実習の科目名及び指導教員
名」「実習先から交通費等の支給の有無」「実習期間」が同一で、かつ「JR 東日本の
実習先最寄駅が同一」の場合です。 
 
（※あくまで基準となるのは、JR 東日本の最寄駅が同一かという点です。最終的に実
習先の最寄駅が私鉄の駅としては同じであっても、JR 東日本の最寄駅が異なる場合
は、同一申請は出来ません。） 

 

 

【〇】同じ申込書で申請できる区間の例 
 

例① 学生1 （東京メトロ神楽坂駅～高田馬場駅） JR高田馬場駅～JR大塚駅 
学生2 （東武東上線和光市駅～池袋駅） JR池袋駅～JR大塚駅 

 
例② 学生3  JR 新宿駅～JR池袋駅（東武東上線池袋駅～坂戸駅） 

学生4  JR 赤羽駅～JR池袋駅（東武東上線池袋駅～坂戸駅） 
 

経路が異なっていても、JR東日本の最寄駅が同一であれば、 

同一の申込書で申請可能です。 

 

【✕】同じ申込書では申請できない区間の例 
 

例③ 学生5  JR 池袋駅～JR 新宿駅（京王線新宿駅～明大前駅） 

学生6  JR 目黒駅～JR 渋谷駅（京王線渋谷駅～明大前駅） 
 

最終的な私鉄の最寄駅が同一でも、JR東日本の最寄駅が異なるため、 
同一の申込書では申請できません。 
このような場合は、お手数ですが、学生5と6を、別の申込書でご申請ください。 

 

条件を満たしている場合は、可能な限り、同じ申込書でのご申請をお願いいたします。 

 

 



 
Q3. 「（東京メトロ東西線神楽坂駅～高田馬場駅）JR高田馬場駅～JR池袋駅」のように、申
請区間が私鉄とJR にまたがる場合は、それぞれの区間の会社に申請が必要なのでしょう
か？ 

 
申請の区間が「私鉄とJR」にまたがる場合、それぞれの区間の会社に別で申請が必

要です。質問の例では「東京メトロ東西線神楽坂駅～高田馬場駅」間については東京
メトロに、「JR高田馬場～JR池袋駅」間についてはJR東日本に、それぞれ申請が必
要です。（通学証明書も「東京メトロ」と「ＪＲ」を別に発行してください） 
 
 
Q4. それでは、「（JR東海）沼津～（JR東日本）横浜」までの区間のように、「JR東海」と「JR東
日本」というJR他社にまたがる場合もそれぞれの会社に申請が必要なのでしょか？ 
 

質問のケースのように、私鉄の区間は含まず、JR線相互の区間の場合、実習先の最

寄駅である横浜駅を管轄する「JR東日本」にのみ申請していただければ、別にJR東海

に申請をする必要はありません。 

 

 

Q5.JR山手線高田馬場駅～日暮里駅まで実習で通う予定の学生が、当学校のキャンパスが

池袋にある関係で、現時点で高田馬場駅～池袋駅までの通学定期券を持っています。 

そのため、今回は池袋駅～日暮里駅までの区間について、実習用通学定期の申請をしたい

のですが、可能ですか？ 
 

可能です。質問のケースであれば、「池袋駅～日暮里駅（高田馬場～池袋駅間は定
期券所持）」といったように、申請区間が池袋駅～日暮里間のみの申請である旨を分
かるように表記してください。 
 
 
Q6.JR常磐線取手駅～東京メトロ千代田線の町屋駅までの区間を申請する場合、どのように
申請をすればいいのですか？ 
 

常磐線の茨城方面（取手・松戸方面）から、東京メトロ千代田線町屋方面に直通す

る場合のJRと東京メトロの境界駅は「北千住駅」となります。（綾瀬駅ではありませ

んので、ご注意ください。）質問のケースでは、JR東日本の区間は「取手駅～北千住

駅」、東京メトロの区間が「北千住駅～町屋駅」となりますので、それぞれについて

ご申請をお願いいたします。 


